
　山形県労福協は５月２８日に「第５６回

定時総会」を大手門パルズにて開催し

ました。

　総会は大泉敏男副理事長の司会で進

行し、議長に正会員から東北労働金庫

山形県本部の生田稔代議員を選出しま

した。

　続いて、熊澤年啓副理事長が代表し

「山形県労福協は、貧困や格差の無い

地域社会に向けた活動や、労働者福祉

運動の強化と共助拡大に力を入れ、具

体的には、奨学金や教育費負担に関す

るアンケート調査、生活困窮者を対象

とした家計改善支援業務、第７２回を迎

える勤労者体育祭などに取り組んでい

ます。本日お集まりの労福事業団体、

各地区の皆様の多大なるご支援に感謝

申し上げます。また、今年は元号が変

わり、新しい節目が出来ました。節目

といえば、ＩＬＯ（国際労働機関）結

成１００周年、連合結成３０年、そして中

央労福協は結成７０周年を迎え、２０２０年ビジョンを検証し新たな２０３０年ビジョンを策定する重要な年になります。２０１９

年度も労福協運動へのご支援をお願い申し上げます」と挨拶しました。

　議事では、第１号議案「２０１８年度事業報告」、第２号議案「２０１８年度会計決算報告、監査報告の承認」、そして第３

号議案「役員の補充選任」では監事を５年間務めた金田宏治氏（東北労働金庫山形県本部）の退任と、生田稔氏（同）

の監事就任に関する議案が承認され、成功裏に終了しました。

第 ５６ 回定時総会
2018年度事業・会計決算報告、役員補充選任を承認
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定時総会会場の様子

左：熊澤年啓副理事長、中：金田宏治前監事、右：生田稔新監事



　５月２８日に大手門パルズにて「山形県労福協 講演会」を開催し、労働者福祉事業団体、
各地区労福協、連合山形構成組織などから役職員８０名の参加がありました。講師には、
中央労福協の花井圭子事務局長にお願いし「２０１９年度活動計画と２０３０年ビジョンの策定
に向けて」と題して講演いただきました。
　講演前半は「中央労福協２０１９年度活動計画」に関して、生活困窮者自立支援制度の拡
充と社会的包摂の推進、社会保障制度の再構築と所得再分配機能の強化、多重債務対
策の強化などの取り組み、ライフサポートの推進、協同事業と労働者福祉運動の基盤強化などの活動計画に加え、
今年１１月の結成７０周年記念事業などに取り組むことを説明しました。
　また、重点課題の一つ「奨学金制度改善・教育費負担軽減の取り組み」に関しては、本年通常国会で成立した「大
学等における修学の支援に関する法律」は、低所得者世帯を対象に授業料減免と給付型奨学金が拡充され、貧困
の連鎖防止や低所得者支援策という点では一定の前進と評価した一方、対象者が「真に支援が必要な低所得者世
帯」に限定され、将来的な「高等教育の無償化」への道筋も見通せず、中間層と低所得者の分断を強めかねない
など、多くの問題と課題が残されている、と指摘しました。
　続いて講演後半は、中央労福協結成７０周年となる今年１１月に策定予定の「２０３０年ビジョン」ついて、２００９年に
策定した「２０２０年ビジョン」からの１０年間を振り返り、その成果と課題、社会情勢の変化も踏まえて検証・見直

しを行っていることを説明しました。そして、私達の今
後１０年間の進むべき道、活動の方向性をより確固なもの
となるようなビジョン策定に向け、全国各地域の皆様か
らもご意見を頂戴したい、と締め括りました。
　質疑応答では、参加者２名から「高額な大学授業料と
大学運営交付金引下げの問題について」「労福協・連合
運動を若年組合員に伝える“シンプルな”教宣ツールを
提供してほしい」との質問・意見があり、大変有意義な
講演会となりました。

山形県労福協「講演会」
中央労福協2030年ビジョン策定に向けて

家計改善支援業務説明会 地区労福協・連合地協合同会議
　県労福協は県委託事業「生活困窮者家計改善支援
業務」に今年度も引き続き取り組むことから、この
業務説明会を４月２３日に開催し、本事業の核とも言
える地区労福協担当者らが参加しました。
　会議では、県地域福祉推進課の渡邉保護指導専門
員より家計改善支援業務の進め方について説明いた
だいたほか、昨年度の振り返りや事例紹介など意見
を交わしました。今年度の対象自治体は置賜５町が
増え、県内全ての２２町村となります。

　県内の地区労福協と連合地域協議会による「地区
労福協・連合地協合同会議」を、５月２８日に大手門
パルズにて開催しました。
　会議では、生活困窮者家計改善支援業務、勤労者
体育祭、労働教育支援事業をはじめとする県労福協
２０１９年度事業や、地区労福協助成金や勤労体地区助
成金などについて協議したほか、第７２回勤労者体育
祭県大会軟式野球競技の組合せ抽選も行いました。
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講師の花井事務局長



確定申告セミナー
住宅ローン控除の申告方法を学ぶ

　東北労金ローンセンターとろうきん友の会、県労
福協の合同主催による「確定申告セミナー」を県内
３地区（山形、庄内、置賜）で開催しました。
　所得税の住宅ローン控除を受けるためには、その
初年度のみ確定申告の手続きをしなければならない
ことから、昨年「ろうきん住宅ローン」を利用した
方を対象としたセミナーを毎年開催しています。参
加者数は各会場５０名前後で、税理士が講師を務めま
した。

奨学金と教育費負担に関する
アンケート調査の結果を公表
　中央労福協が中心となり取り組んだ「奨学金と教
育費負担に関するアンケート」の調査結果が公表さ
れ、計１６，５８８件（うち山形県内２７６件）の回答があ
りました。ご協力ありがとうございました。
アンケート結果の主なポイント

出前講座「労働関係制度の説明会」
高校・専門学校など１７校で実施

　県労福協では、卒業間近の高校３年生や専門学生
などを対象に、労働関係制度の周知・啓発を行ない、
働くうえで困った時の対応や早期離職の防止等を目
的とした出前講座を実施しています。
　７年目となった２０１８年度は、県内の公私立高校や
専門学校など１７校（前年比＋３）にて実施しました。
講師は学校所在地の地区労福協が担当し、労働経験
の無い学生にも分かりやすいように、Ｑ＆Ａや事例
を織り交ぜるなど、工夫を凝らした講座を行いまし
た。

山形大学「連合山形寄付講座」
協同組合の理念・歴史を伝える

　連合山形は、山形大学人文社会科学部にて寄付講
座「労働と生活」に２０１２年度から取り組んでおり、
２０１８年度も１０月～翌年２月までに全１５回の講座を行
い、そのうち３回を労福協が担当し、下表のとおり
実施しました。

実施日 内　　容 ゲストスピーカー

１２／２０ 協同組合の意義、労福協運動の現状と課題 県労福協 佐藤専務

１／１７ 生協・農協運動の現状と課題
県生協連 安部専務、
ＪＡ山形 大澤教育部長

１／２４ 労金・共済運動の現状と課題
労　金 大泉県本部長、
全労済 熊澤県本部長

⃝子どもの教育費に負担を感じているのは３人に２人
⃝高等教育の公費負担の増加を求める声は７割
⃝国公立大で４割、私立大で７割の人が負担の限界
⃝大学の授業料引き下げを求める声は７割
⃝返済負担の重みが結婚、出産、貯蓄などに影響
⃝若い世代ほど返済による生活設計への影響が深刻

学習会で ぜひご活用を！
調査結果をまとめた

ミニパンフ無料提供中
ご希望の方は山形県労福協まで。
（数に限りがあります）
中央労福協ホームページから
閲覧・ダウンロードも可能です。
中央労福協
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家庭、借金、相続など
生活全般の悩み
生活あんしんネットやまがた

「生活なんでも相談ダイヤル」

0120－39－6029
（相談・通話料無料）

求職・転職に関する
暮らしや仕事の悩み
山形県求職者総合支援センター

「求職者の生活・就労相談ダイヤル」

0800－800－7867
（相談・通話料無料）

県大会
日程

　山形県勤労者体育祭は、県内８地区（飽海、田川、最上、北村山、西村山、東南村山、東南置賜、西置賜）
の地区大会を行い、上位チームによる山形県大会を毎年秋に開催しており、今年で第72回を迎える歴史ある大
会です。
　今年は、５月１８日（土）東南村山地区の軟式野球競技を皮切りに始まり、８月末までには
全地区大会が終了する予定です。各地区大会の日程は県労福協ＨＰ（右記ＱＲ）から確認で
きます。

軟式野球
１０月５日（土）、６日（日）

予備日 １９日（土）
県総合運動公園
「野球場」

硬式卓球
１０月１２日（土）
県総合運動公園
「サブアリーナ」

ソフトバレーボール
１１月４日（月・振休）

県総合運動公園
「アリーナ」

ボウリング
１０月１２日（土）
山形ファミリーボウル

ソフトボール
１０月５日（土）
予備日 １９日（土）
県総合運動公園
「運動広場」

第７２回勤労者体育祭 地区大会開催中！

土曜日も相談できます！
７月25日㈭～27日㈯　10：00～17：00
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　義父を介護する嫁の相続権
　長年、夫の両親と共に生活してきました。
　約１０年前からは、義父の在宅介護を続けていま

す。今では認知症も患っています。義父の介護は、私が中
心に行い、夫が時々手伝ってくれる程度。夫の弟（次男）
は県外在住のためノータッチです。
　数か月前、夫が事故で急死しました。
　私は今後もこの家で生活し、義父の介護も出来るだけ在
宅で続けていきます。
　よく「嫁に相続権はない」と聞きますが、やはり私の場
合も何も相続出来ないのでしょうか？

　この場合も、嫁にはやはり相続権はないのです。
　そうすると、義父に対する介護はただのやり損となりま
す。おかしいですね。これが結論だとすると、相続権のな
い人は、義父や義母の介護など誰もしなくなるでしょうね。
　このような不都合、不合理を解消するため、昨年７月６
日に民法第１０５０条を新設規定し、本年７月１日から施行さ
れることになりました。
　その要旨は、被相続人に対する療養看護その他の労務の
提供により、被相続人の財産の維持または増加について、
特別の寄与をした親族は、相続の開始後、相続人（本問の
場合は次男）に対し、特別の寄与料の請求をすることが出
来ることになりました。
　相談者は被相続人の親族ですので、この請求権がありま
す。相続開始後（義父の死亡後）に、次男に特別の寄与料
を請求すれば良いのです。次男が応じない場合には、家庭
裁判所に申し立てることになります。ただし、相続開始後
６ヶ月以内にしないと失効します。

長年にわたり
在宅介護

１０年前に死去

子は
いない

義父 義母

（次男）夫
（長男）

相談者
（長男の嫁）

数か月前に死去
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生活なんでも相談 Q&A
Q． A． 〈回答：設楽作巳弁護士〉

No.2７



（6）やまがた労福協NEWS � 2019年６月17日


